
2025 年　治療的司法研究センター活動記録

	 1 月	22 日	 第 18 回 TJ センターカンファレンス（ハイブリッド開催）
	 	 	 テーマ：依存症について
	 	 	 ゲスト：�松本俊彦氏（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所薬物依存研究部部長（兼任）薬物依存症センターセンター長）
	 	 	 場所：成城大学 9号館 1階グローバルラウンジ
	 1 月	22 日	 治療的司法研究会新年会（於　いなせや）
	 2 月	 8 日	 �女子依存症回復支援プログラムを考えるシンポジウム（ハイブリッド開催・センター

共催）
	 	 	 テーマ：塀のなかと外はつながるのか？：女子刑務所モデル事業を振り返る
	 	 	 場所：成城大学 8号館 4階 008 教室
	 3 月	 1 日	 第 46 回治療的司法研究会（ハイブリッド開催）
	 	 	 テーマ：少年院における矯正医療
	 	 	 ゲスト：中野温子氏（浪速少年院医務課、医師）
	 	 	 ファシリテーター：菅原直美会員（センター客員研究員）
	 	 	 場所：キャンパスプラザ京都
	 3 月	9日~16日	 台湾出張（センター長）
	 	 	 台湾司法制度調査、台北大学校講演、台湾司法制度関係者ヒアリング・意見交換
	 3 月	15 日	 治療的司法ジャーナル第 8号刊行
	 6 月	11 日	 学生サポーター募集記念連続イベント第 1回：映画『前科者』上映会
	 	 	 場所：成城大学 3号館 1階 312 教室
	 6 月	18 日	 学生サポーター募集記念連続イベント第 2回：ドラマ『塀の中の中学校』上映会
	 	 	 場所：成城大学 3号館 1階 312 教室
	 6 月	25 日	 学生サポーター募集記念連続イベント第 3回：映画『ボブという名の猫』上映会
	 	 	 場所：成城大学 3号館 1階 312 教室
	 7 月	29 日	 学生サポーター・ミーティング特別学習会
	 	 	 テーマ：ドラマ「塀の中の中学校」が生まれるまで
	 	 	 ゲスト：巡田忠彦氏（TBS記者）
	 	 	 場所：成城大学 9号館１階グローバルラウンジ
	 8 月	 1 日	 第 47 回治療的司法研究会（ハイブリッド開催）
	 	 	 テーマ：�日本型DVコートを目指して：家庭裁判所を中核とする、回復と変容の司

法家庭裁判所を中核とする、回復と変容の司法
	 	 	 ゲスト：宮園久栄会員（東洋学園大学人間科学部特任教授、センター客員研究員）
	 	 	 ファシリテーター：丸山泰弘会員（立正大学法学部教授、センター客員研究員）
	 	 	 場所：成城大学 5号館 1階応接室
	 9 月	26 日	 第 48 回治療的司法研究会（ハイブリッド開催）
	 	 	 テーマ：�キャロル・ローソン他「共同親権時代における『インティメート・テロリズ

ム』としてのDVへの対応」治療的司法ジャーナル第 8号掲載（2025.3）
を読む

	 	 	 ゲスト：キャロル・ローソン会員（東京大学法学部教授）、長谷川堅司会員（弁護士）
	 	 	 ファシリテーター：菅原直美会員（センター客員研究員）
	 	 	 場所：成城大学 9号館 1階グローバルラウンジ

36 i

治療的司法ジャーナル第９号（2026 年 3月）

i



2025 年　治療的司法研究センター活動記録

10 月	10 日	 �日本犯罪社会学会プレシンポジウム「バイオサイコソーシャル・アプローチに基づ
く犯罪者更生の実務と理論的意義」にセンター長登壇

10月	19 日	 学生サポーター校外学習：千葉刑務所矯正展への参加
	12 月	 2 日	 「刑事政策」の講義に東京ダルクの方々をゲストスピーカーとして招待
	12 月	12 日	 第 49 回治療的司法研究会（ハイブリッド開催）
	 	 	 テーマ : 拘禁刑導入後の矯正施設内の「指導」について
	 	 	 報告者 : 田村勝弘会員（川越少年刑務所）
	 	 	 ファシリテーター：大橋いく乃会員（弁護士） 
	 	 	 場所：立正大学品川キャンパス
	12 月	23 日	 法学部指宿ゼミ&田中ゼミ合同オープンゼミ（センター後援）
	 	 	 テーマ : 国際人権NGOで働くということ：女性のキャリア形成と人権を語る
	 	 	 ゲスト：�杉山日那子氏（カリフォルニア大学アーバイン校国際司法クリニックデジ

タルライツフェロー）
	 	 	 場所：成城大学 3号館 1階 312 教室
	12 月	24 日	 �指宿信監修 /城下裕二・丸山泰弘編『拘禁刑を考える：新しい刑罰制度は何をもた

らすのか』（成文堂）刊行

� センター長：指宿信（成城大学法学部教授）
� 2026 年 1月 10日　記
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治療的司法ジャーナル論文執筆要綱 

1．執筆者

①国内の大学（短期大学を含む）、大学院の常勤および非常勤の教員、②博士前期課程お

よび博士後期課程の在学者、③大学に所属する常勤の研究職（ポスドク等）、④法曹有資

格者、⑤治療・回復・支援に関する職にある者（医療関係者、NPO 職員、社会福祉関係

者等）、⑥その他、編集委員会が適当と認めた者。 

2．執筆原稿の種類 
未公刊の①論説、②研究ノート（事例・症例報告を含む）、③判例研究、④翻訳、⑤講演

録、⑥書評、⑦資料に限る。掲載順は、丸数字の順とする。但し、基調講演などを文字起

こしした⑤講演録については、この限りでない。多重投稿を禁ずる。

3．原稿の文字制限等 
（1）邦語に限る。

（2）脚注等を含め、上記①論説および④翻訳は 20,000 字程度、その他の原稿は 10,000 字 
を上限とする｡ 

（3）字数制限については、執筆者の申し出により、編集委員会が例外を認めることができ 
る｡ 

（4）翻訳権の取得は、執筆者の責任において行うものとする。

4．原稿の体裁 
（1）原稿は、MS word に限る。A4 用紙に 40 文字×36 行を 1 頁とし、電子データを提出

すること。

（2）原稿提出にあたっては、所定の応募用紙に、原稿の種類、氏名、題目（邦文および英

文）、所属（所属機関および職位、所属大学院および学年・専攻等）、連絡先（電話番

号、E-mail アドレス）を記入したうえで併せて提出すること。

（3）引用文献の表記について、編集委員会が編集段階で訂正・統一することがある。

5．査読 
（1）原稿の採否については、編集委員会において決定する。

（2）掲載にあたり、修正を要求する場合がある。要求に応じない場合は掲載しない。

6．校正 
校正は、原則として初校までとし、誤字脱字の訂正のみを行うものとする。ただし、大幅

な変更、書き添え等を必要とする場合には、執筆者の申し出により、編集委員会がその可

否を判断する。 
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